
information information

問　高齢者 ・保険課　医療係　☎72-2101 （内線 326）

子どもの福祉医療を 「１８歳」 まで拡充します

問　観光課　観光係　☎72-2101 （内線 422、 423）

茅野市白樺湖温泉すずらんの湯

営業終了に伴う回数券・割引券の取扱いのお知らせ

問　茅野市消費生活センター （茅野市役所市民課）　☎75-8188 （直通）

消費者トラブル　こんな手口に注意してください。

皆さまに支えられ営業してまいりました白樺湖温泉すずらんの湯は、 市が進めております行財政改革のため、 令和６年３月

２０日 （水 ・ 祝） をもちまして、 営業終了となります。 長い間のご利用に感謝申し上げます。

営業終了に伴い、 回数券 ・ 割引券の取扱いについてご案内いたします。

白樺湖温泉すずらんの湯の回数券をお持ちの方は、 令和

７年３月３１日までの期間は、 市内の６温泉(アクアランド

茅野 ・ 河原温泉河原の湯 ・ 金沢温泉金鶏の湯 ・ 尖石温

泉縄文の湯 ・ 玉宮温泉望岳の湯 ・ 米沢温泉塩壺の湯)に

てご利用いただけます。

回数券の利用について

内容 これまで１５歳までを対象としていた子どもの医療費助成について、 ４月から１８歳までに拡充します。 対象者に

は３月下旬に新しい受給者証を送付しますので、 ご利用ください。 月末になっても受給者証が届かない場合はお

問い合せください。

ただし、 令和６年度に１７～１８歳の誕生日を迎える人 （平成１８年４月２日～平成２０年４月１日生まれ） のうち、

過去に茅野市の福祉医療受給者でなかった人は、 申請が必要です。 １月下旬に送付しました申請書に必要事項を

記入のうえ、 期日までに提出してください。 要件を審査後、 順次受給者証を送付します。申請書の提出がない場合、

受給者証は送付されないので注意してください。

令和６年度に１８歳以下の誕生日を迎える人で、 現在、 緑色の受給者証をお使いの方

令和６年度に１８歳以下の誕生日を迎える人で、 現在、 緑色の受給者証をお使いの人は、

４月以降は新たに届いた受給者証 （現物給付方式 ： 水色） をお使いください。 医療機関

での窓口負担が５００円となります。

学校や保育所でのけがなど日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合

学校や保育所でのけがなど日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合

は、 これまで通り福祉医療費受給者証は使用せず、 災害共済給付の申請手続きが必要

です。 詳しくはお問い合わせください。

すずらんの湯割引券につきましては、 す

ずらんの湯営業終了次第使用できなく

なりますのでご承知くださいますようお

願いします。

割引券について

すずらんの湯回数券の換金をご希望される方は、 令和６

年３月２０日 （水 ・ 祝） までは、 すずらんの湯で換金で

きます。

すずらんの湯営業終了後は、茅野市総合サービス（株）【住

所 ： 茅野市塚原二丁目１１番２５号】 にて換金いたします。

換金の期限は令和７年３月３１日までといたします。

※回数券の換金額につきまして以下のとおりになります。

●大人 （中学生以上）

回数券1枚当たり５８４円、 １２枚綴りの場合７,０００円

●小人 （小学生）

回数券1枚当たり３３４円、 １２枚綴りの場合４,０００円

回数券の換金について

こ こ ろの健康づくり 3 月は自殺対策強化月間です

悩みが深くなっていませんか？

身近な相談機関
こころの健康相談統一ダイヤル
「消えてしまいたい」 「家族や知人に死にたいと訴える人がいる」 「身内が自

死して辛くてどうしようもない」 など自殺に関する相談

☎0570-064-556（平日 9：30〜16：00、18:30〜22:30・受付は 22 時まで）

（土 ・ 日 ・ 祝日除く）

いのちの電話（さまざまな心の悩み・自殺問題）
自殺予防のいのちの電話 （毎月 10 日 8 ： 00〜24 時間）☎0120-783-556

長野　☎026-223-4343 （毎日 11 ： 00〜22 ： 00）

松本　☎0263-88-8776 （毎日 11 ： 00〜22 ： 00）

長野県精神保健福祉センター（こころの健康に関する相談）
☎026-266-0280 （平日 8 ： 30〜17 ： 15） （土 ・ 日 ・ 祝日除く）

諏訪保健福祉事務所　健康づくり支援課
☎0266-57-2927 （平日 8:30〜17:15） （土 ・ 日 ・ 祝日除く）

市の相談窓口　平日 8：30 ～ 17：15（土・日・祝日除く）

健康づくり推進課（健康管理センター内）
☎0266-82-0105　　※こころの健康相談の紹介等

東部保健福祉サービスセンター 【地域】 玉川 ・ 豊平 ・ 泉野

☎0266-82-0026 
西部保健福祉サービスセンター 【地域】 宮川 ・ 金沢

☎0266-82-0073 
中部保健福祉サービスセンター 【地域】 ちの ・ 米沢 ・ 中大塩

☎0266-82-0107 

北部保健福祉サービスセンター 【地域】 北山 ・ 湖東

☎0266-77-3000

心と身体の症状が続く時、 身近に相談相手がいない時、 誰にも打
ち明けられず不安や悩みで押しつぶされそうな時には、 専門の相談
機関を利用しましょう。

うつ病は、 誰でも起こる可能性のある病気です。
過度のストレス ・ 疲労等がきっかけとなって、 脳内の伝達物質が減り、 情報伝達機能に不具合が出て情報がうまく伝わらない状態です。 心とか
らだが疲れてしまうと、 考えがまとまらず 「もうどうしようもない」 という気持ちになるかもしれません。

うつ病 【自己チェック】
□毎日の生活に充実感がない
□これまでに楽しんでやれていたことが、 楽しめなくなった
□以前は楽にできていたことが、 今ではおっくうに感じられる
□自分が役に立つ人間だと思えない
□わけもなく疲れたような感じがする
＊上記の２項目以上にあてはまり、 その状態が２週間以上ほとんど毎日続いていて、 生活に支障
　　が出ている場合は要注意です。

悪質商法はさまざまな形で、行われています。

あらかじめどのような手口があるかを知っておくことは、

だまされないためにも非常に重要です。

▶対策方法

 身に覚えのない請求は 「無視する」 ことが重要です。

実際に業者が家に取り立てに来る心配はありません。

　 メールや郵便に 「法的手段をとる」 などの脅し文句が

書かれている場合は、 警察か消費生活センターへ相談

しましょう。

●「定期購入」

 １回だけのつもりで申し込んだところ、 複数回の購入が条

件だった定期購入に関する相談が多数寄せられています。

▶対策方法

 注文する際には、 定期購入が条件となっていないか、

契約内容をしっかりと確認しましょう。

　 契約内容は 「実質無料」 など目立つ表示と離れた場所

に表示されていたり、 小さい字で書かれていたりする

ことがあります。

クーリング・オフ制度

「クーリング・オフ」とは訪問販売や電話勧誘など不意打ち

的な販売方法により、冷静な判断ができないまましてし

まった契約を一定の期間であれば解除できる制度です。

内容

●「利殖商法」 「投資詐欺」

 「必ず儲かる」 などと言葉巧みに、 株や仮想通貨など

を売りつける商法です。 購入後にも追加金や別の商

品を勧められ、 二次被害を受けるケースもあります。

▶対策方法

 騙すために投資の実績があるように演出をしてきます。

「あなただけに教える」 「値上がり確実」 などのセリフ

を信じてはいけません。 投資には、 どんな商品でもリ

スクが伴います。

●「架空請求」

 利用していない有料サイトから「未納料金がある」などと、

お金の請求を迫られる手口です。その多くは「法的手段」

「強制執行」 などの脅かし文句が記載されています。

手口と対策方法
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申込・ 問  商工課　商業労政係 （内線４３４）

ピックアップ情報

イベ
ント

問 地域創生課　地域創生係　☎72-2101 （内線 232）

問 水道課　営業係　☎75-5500 問 地域創生課 広報係　☎72-2101 （内線 235）

お知
らせ

地方創生応援税制により茅野市を
応援してくださった企業のご紹介

新入社員歓迎大会

募集
お知
らせ

水道の開始・休止の届出は
便利な電子申請システムで！

令和６年度
「広報ちの」広告募集

本社所在地

 ㈱オーク製作所 様  東京都町田市

 ㈱ヒトヒトプロモーション 様  東京都港区

 ㈱クスリのサンロード 様  山梨県甲府市

 （企業名非公表） 様  　　　　　　–—

令和5年寄附企業

内容 今春、 市内の各事業所に就職される新規就職

者の門出を祝い、 「新入社員歓迎大会」 を開催

します。

日時 ４ 24月 日 （水）　

場所 茅野市民館　コンサートホール

対象 新入社員の採用を予定されている市内事業所

（企業 ・ 団体等） のほか、 自営業等の方などか

らの申し込みも歓迎します。

申込方法 ３月８日 （金） までに、 電話でお申し込み

ください。

内容 地方創生応援税制 （企業版ふるさと納税） は、

国が認定した地方公共団体の地方創生プロ

ジェクトに対して、 市外に本社のある企業が

寄附により応援する税制度です。

令和5年１月から令和5年１２月末までにご寄

附により茅野市を応援していただいた企業様

と茅野市での寄附活用事業をご紹介します。

４社から合計1,410万円のご寄附を賜り、 茅野市では次

の事業に活用させていただきました。

・ 健康づくり推進事業

・ 交流人口関係人口創出事業

・ 中小企業振興補助制度事業

・ 八ヶ岳登山道整備事業

内容 引越しなど転居の際は事前に水道の開始 ・ 休

止 （中止） の届け出が必要です。

届出方法は市役所窓口や電話での受け付けの

ほかに、 電子申請システムでの受け付けがあ

ります。 電子申請での受け付けは24時間い

つでも受付可能です。 電子申請は市ホーム

ページなどからアクセスできます。

【電子申請ページ】

Loｇo フォーム ・ 引越しおまとめ便

注意事項 ●開始を希望される２営業日前の１７時１５分

までに届出してください。

●土日 ・ 祝日、 年末年始 （12 月 29 日〜

1月3日） は作業を行っていませんので、

開始 ・ 休止 （中止） 日を平日にご指定く

ださい。

●時間指定、 当日受付は対応できません。

詳細はホームページ（QRコード）を

ご覧ください。

申込条件 茅野市広報紙広告掲載実施要領をご覧く

ださい。

申込期間 【第一期】 3月1日 （金）〜11日 （月）
 ※3月11日消印有効

【第二期】 3月22日 （金）〜随時受付

応募方法 申込書、 広告原稿、 事業概要の分かるも

の （パンフレット等）、 市外事業者の場合

は納税証明書を持参または郵送で提出し

てください。

実施要領の確認、 申込書のダウンロードはホームページ

からお願いします。

内容 市広報紙「広報ちの」有料広告の令和６年度分

（５月号～）の募集を開始します。

申し込みについては、 第一期と第二期に分け

て受け付けます。

【第一期】

令和６年度分の希望枠を出していただきます。応募

多数の場合は、市側で掲載枠の調整を行います。

【第二期】

第一期で申し込みのなかった枠の中から先着

順で掲載できます。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

茅野市の

寄附活用

事業
（公表事業のみ）

令和６年度　
茅野市乳幼児健診日程表 保存版

【会　 場】　茅野市健康管理センター

【持ち物】　母子健康手帳・問診票・バスタオル・尿（３歳児健診のみ）

郵送による案内通知は令和６年３月で終了となります。 ４月からはすくすくちのっこ （母子モアプリ）

でご通知いたします。 アプリのご登録がお済みでない方はご登録ください。 なお、 ３歳児健診は問

診票等と併せて案内通知いたします。 日程表はホームページからもご確認いただけます。

【乳幼児健診日程表】 （乳幼児健診対象月について ： 前半生 （１日～１５日）、 後半生 （１６日～３１日））

問　茅野市健康管理センター （茅野市健康づくり推進課）

　　 〒391-0002　茅野市塚原 2-5-45 ／ ☎82-0105 ／ FAX82-0106

後半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

　4日(火) R4.2月 前半生

25日(火) R4.2月 後半生

20日(月）

29日(水）

Ｒ5.6月 前半生

Ｒ5.6月 後半生

R3.3月 前半生

R3.3月 後半生

Ｒ4.9月 前半生

Ｒ4.9月 後半生

Ｒ4.3月 前半生

4か月児健康診査 10か月児健康診査 1歳6か月児健康診査 2歳児歯科健診 3歳児健康診査

健診日 対象児 健診日 対象児 健診日 対象児 健診日 対象児 健診日 対象児

4月
10日(水） R5.11月 後半生 R5.5月 12日(金） 　9日(火）

Ｒ4.3月 後半生

8日(月）

24日(水） R5.12月 前半生 R5.6月 前半生 22日(月） 19日(金） 23日(火）
25日(木)

5月
15日(水) R5.12月 後半生 　9日(木） R5.6月 13日(月） Ｒ4.10月 前半生 14日（火） Ｒ4.4月 前半生 10日(金） R3.4月 前半生

21日(火） R6.1月 前半生 23日(木） R5.7月 22日(水） Ｒ4.10月 後半生 24日（金） Ｒ4.4月 後半生 28日(火） R3.4月 後半生

6月
12日(水） R6.1月 後半生 13日(木） R5.7月 17日(月) Ｒ4.11月 前半生 11日(火） Ｒ4.5月 前半生 10日(月) R3.5月 前半生

26日(水） R6.2月 前半生 27日(木） R5.8月 25日(火） Ｒ4.11月 後半生 21日(金） Ｒ4.5月 後半生 28日(金) R3.5月 後半生

7月
10日(水） R6.2月 後半生 11日(木） R5.8月 　8日(月） Ｒ4.12月 前半生 　9日(火) Ｒ4.6月 前半生 　5日(金) R3.6月 前半生

23日(火） R6.3月 前半生 25日(木） R5.9月 24日(水） Ｒ4.12月 後半生 26日(金） Ｒ4.6月 後半生 30日(火） R3.6月 後半生

8月
　7日(水） R6.3月 後半生 　8日(木） R5.9月 2日（金） Ｒ5.1月 前半生 　6日(火） Ｒ4.7月 前半生 　5日(月) R3.7月 前半生

27日(火） R6.4月 前半生 29日(木) R5.10月 26日（月） Ｒ5.1月 後半生 23日(金) Ｒ4.7月 後半生 28日(水） R3.7月 後半生

9月
　4日(水） R6.4月 後半生 　5日(木） R5.10月 　2日(月） Ｒ5.2月 前半生 　9日(月） Ｒ4.8月 前半生 　3日(火） R3.8月 前半生

18日(水） R6.5月 前半生 26日(木) Ｒ5.11月 25日(水) Ｒ5.2月 後半生 17日(火) Ｒ4.8月 後半生 27日(金） R3.8月 後半生

10月
　9日(水) R6.5月 後半生 10日(木） Ｒ5.11月 　4日(金) Ｒ5.3月 前半生 　8日(火) Ｒ4.9月 前半生 　7日(月） R3.9月 前半生

23日(水） R6.6月 前半生 24日(木） Ｒ5.12月 21日(月） Ｒ5.3月 後半生 25日(金） Ｒ4.9月 後半生 29日(火）

11月
　6日(水） R6.6月 後半生 　7日(木） Ｒ5.12月 Ｒ4.10月 前半生 12日(火) R3.10月

R3.9月 後半生

Ｒ6.1月 20日(水） Ｒ5.4月 後半生

生

18日(月）

前半生 　1日(金）11日(月) Ｒ5.4月

12月
　4日(水） R6.7月 後半生 　5日(木)

前半生

19日(火） R6.7月 前半生 21日(木）

16日(月） 

Ｒ4.10月 後半生 27日(水） R3.10月 後半生

R3.11月 前半生

18日(水） R6.8月 前半生 19日(木） Ｒ6.2月

Ｒ6.1月  　9日(月）

 24日(火） Ｒ4.11月 後半生 20日(金）
Ｒ5.5月

前半生 　2日(月）Ｒ4.11月

R3.11月 後半生

令和7年
1月

15日(水） R6.8月 後半生 16日(木） Ｒ6.2月 　17日(金） Ｒ4.12月 前半生

Ｒ4.12月 後半生

14日(火) R3.12月 前半生

31日(金) R3.12月 後半生28日(火） R6.9月 前半生 30日(木） Ｒ6.3月 27日(月）

前半生 　4日（火） Ｒ5.1月 前半生
2月

　5日(水） R6.9月 後半生  6日(木） Ｒ6.3月

20日(木） Ｒ6.4月 21日(金) R5.7月

3日(月） R5.7月

後半生 17日(月) R4.1月

　7日(金) R4.1月 前半生

19日(水） R6.11月 26日(水） Ｒ5.2月

後半生 18日（火） Ｒ5.1月26日(水） R6.10月 前半生

11日(火）

18日(火） R5.8月 後半生

後半生

3月
　5日(水） R6.10月 後半生 　6日(木） 前半生R5.8月

後半生

Ｒ5.2月

前半生 13日(木) Ｒ6.5月

Ｒ6.4月 10日(月） 前半生

健　診 受付時間

4か月児健診 12：40～13：00

10か月児健診 12：40～13：00

1歳6か月児健診 12：50～13：10

2歳児歯科健診 12：50～13：10

3歳児健診 12：50～13：10

ホームページは
こちらから！

9

申込・ 問  商工課　商業労政係 （内線４３４）

ピックアップ情報

イベ
ント

問 地域創生課　地域創生係　☎72-2101 （内線 232）

問 水道課　営業係　☎75-5500 問 地域創生課 広報係　☎72-2101 （内線 235）

お知
らせ

地方創生応援税制により茅野市を
応援してくださった企業のご紹介

新入社員歓迎大会

募集
お知
らせ

水道の開始・休止の届出は
便利な電子申請システムで！

令和６年度
「広報ちの」広告募集

本社所在地

 ㈱オーク製作所 様  東京都町田市

 ㈱ヒトヒトプロモーション 様  東京都港区

 ㈱クスリのサンロード 様  山梨県甲府市

 （企業名非公表） 様  　　　　　　–—

令和5年寄附企業

内容 今春、 市内の各事業所に就職される新規就職

者の門出を祝い、 「新入社員歓迎大会」 を開催

します。

日時 ４ 24月 日 （水）　

場所 茅野市民館　コンサートホール

対象 新入社員の採用を予定されている市内事業所

（企業 ・ 団体等） のほか、 自営業等の方などか

らの申し込みも歓迎します。

申込方法 ３月８日 （金） までに、 電話でお申し込み

ください。

内容 地方創生応援税制 （企業版ふるさと納税） は、

国が認定した地方公共団体の地方創生プロ

ジェクトに対して、 市外に本社のある企業が

寄附により応援する税制度です。

令和5年１月から令和5年１２月末までにご寄

附により茅野市を応援していただいた企業様

と茅野市での寄附活用事業をご紹介します。

４社から合計1,410万円のご寄附を賜り、 茅野市では次

の事業に活用させていただきました。

・ 健康づくり推進事業

・ 交流人口関係人口創出事業

・ 中小企業振興補助制度事業

・ 八ヶ岳登山道整備事業

内容 引越しなど転居の際は事前に水道の開始 ・ 休

止 （中止） の届け出が必要です。

届出方法は市役所窓口や電話での受け付けの

ほかに、 電子申請システムでの受け付けがあ

ります。 電子申請での受け付けは24時間い

つでも受付可能です。 電子申請は市ホーム

ページなどからアクセスできます。

【電子申請ページ】

Loｇo フォーム ・ 引越しおまとめ便

注意事項 ●開始を希望される２営業日前の１７時１５分

までに届出してください。

●土日 ・ 祝日、 年末年始 （12 月 29 日〜

1月3日） は作業を行っていませんので、

開始 ・ 休止 （中止） 日を平日にご指定く

ださい。

●時間指定、 当日受付は対応できません。

詳細はホームページ（QRコード）を

ご覧ください。

申込条件 茅野市広報紙広告掲載実施要領をご覧く

ださい。

申込期間 【第一期】 3月1日 （金）〜11日 （月）
 ※3月11日消印有効

【第二期】 3月22日 （金）〜随時受付

応募方法 申込書、 広告原稿、 事業概要の分かるも

の （パンフレット等）、 市外事業者の場合

は納税証明書を持参または郵送で提出し

てください。

実施要領の確認、 申込書のダウンロードはホームページ

からお願いします。

内容 市広報紙「広報ちの」有料広告の令和６年度分

（５月号～）の募集を開始します。

申し込みについては、 第一期と第二期に分け

て受け付けます。

【第一期】

令和６年度分の希望枠を出していただきます。応募

多数の場合は、市側で掲載枠の調整を行います。

【第二期】

第一期で申し込みのなかった枠の中から先着

順で掲載できます。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

茅野市の

寄附活用

事業
（公表事業のみ）

令和６年度　
茅野市乳幼児健診日程表 保存版

【会　 場】　茅野市健康管理センター

【持ち物】　母子健康手帳・問診票・バスタオル・尿（３歳児健診のみ）

郵送による案内通知は令和６年３月で終了となります。 ４月からはすくすくちのっこ （母子モアプリ）

でご通知いたします。 アプリのご登録がお済みでない方はご登録ください。 なお、 ３歳児健診は問

診票等と併せて案内通知いたします。 日程表はホームページからもご確認いただけます。

【乳幼児健診日程表】 （乳幼児健診対象月について ： 前半生 （１日～１５日）、 後半生 （１６日～３１日））

問　茅野市健康管理センター （茅野市健康づくり推進課）

　　 〒391-0002　茅野市塚原 2-5-45 ／ ☎82-0105 ／ FAX82-0106

後半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

後半生

前半生

　4日(火) R4.2月 前半生

25日(火) R4.2月 後半生

20日(月）

29日(水）

Ｒ5.6月 前半生

Ｒ5.6月 後半生

R3.3月 前半生

R3.3月 後半生

Ｒ4.9月 前半生

Ｒ4.9月 後半生

Ｒ4.3月 前半生

4か月児健康診査 10か月児健康診査 1歳6か月児健康診査 2歳児歯科健診 3歳児健康診査

健診日 対象児 健診日 対象児 健診日 対象児 健診日 対象児 健診日 対象児

4月
10日(水） R5.11月 後半生 R5.5月 12日(金） 　9日(火）

Ｒ4.3月 後半生

8日(月）

24日(水） R5.12月 前半生 R5.6月 前半生 22日(月） 19日(金） 23日(火）
25日(木)

5月
15日(水) R5.12月 後半生 　9日(木） R5.6月 13日(月） Ｒ4.10月 前半生 14日（火） Ｒ4.4月 前半生 10日(金） R3.4月 前半生

21日(火） R6.1月 前半生 23日(木） R5.7月 22日(水） Ｒ4.10月 後半生 24日（金） Ｒ4.4月 後半生 28日(火） R3.4月 後半生

6月
12日(水） R6.1月 後半生 13日(木） R5.7月 17日(月) Ｒ4.11月 前半生 11日(火） Ｒ4.5月 前半生 10日(月) R3.5月 前半生

26日(水） R6.2月 前半生 27日(木） R5.8月 25日(火） Ｒ4.11月 後半生 21日(金） Ｒ4.5月 後半生 28日(金) R3.5月 後半生

7月
10日(水） R6.2月 後半生 11日(木） R5.8月 　8日(月） Ｒ4.12月 前半生 　9日(火) Ｒ4.6月 前半生 　5日(金) R3.6月 前半生

23日(火） R6.3月 前半生 25日(木） R5.9月 24日(水） Ｒ4.12月 後半生 26日(金） Ｒ4.6月 後半生 30日(火） R3.6月 後半生

8月
　7日(水） R6.3月 後半生 　8日(木） R5.9月 2日（金） Ｒ5.1月 前半生 　6日(火） Ｒ4.7月 前半生 　5日(月) R3.7月 前半生

27日(火） R6.4月 前半生 29日(木) R5.10月 26日（月） Ｒ5.1月 後半生 23日(金) Ｒ4.7月 後半生 28日(水） R3.7月 後半生

9月
　4日(水） R6.4月 後半生 　5日(木） R5.10月 　2日(月） Ｒ5.2月 前半生 　9日(月） Ｒ4.8月 前半生 　3日(火） R3.8月 前半生

18日(水） R6.5月 前半生 26日(木) Ｒ5.11月 25日(水) Ｒ5.2月 後半生 17日(火) Ｒ4.8月 後半生 27日(金） R3.8月 後半生

10月
　9日(水) R6.5月 後半生 10日(木） Ｒ5.11月 　4日(金) Ｒ5.3月 前半生 　8日(火) Ｒ4.9月 前半生 　7日(月） R3.9月 前半生

23日(水） R6.6月 前半生 24日(木） Ｒ5.12月 21日(月） Ｒ5.3月 後半生 25日(金） Ｒ4.9月 後半生 29日(火）

11月
　6日(水） R6.6月 後半生 　7日(木） Ｒ5.12月 Ｒ4.10月 前半生 12日(火) R3.10月

R3.9月 後半生

Ｒ6.1月 20日(水） Ｒ5.4月 後半生

生

18日(月）

前半生 　1日(金）11日(月) Ｒ5.4月

12月
　4日(水） R6.7月 後半生 　5日(木)

前半生

19日(火） R6.7月 前半生 21日(木）

16日(月） 

Ｒ4.10月 後半生 27日(水） R3.10月 後半生

R3.11月 前半生

18日(水） R6.8月 前半生 19日(木） Ｒ6.2月

Ｒ6.1月  　9日(月）

 24日(火） Ｒ4.11月 後半生 20日(金）
Ｒ5.5月

前半生 　2日(月）Ｒ4.11月

R3.11月 後半生

令和7年
1月

15日(水） R6.8月 後半生 16日(木） Ｒ6.2月 　17日(金） Ｒ4.12月 前半生

Ｒ4.12月 後半生

14日(火) R3.12月 前半生

31日(金) R3.12月 後半生28日(火） R6.9月 前半生 30日(木） Ｒ6.3月 27日(月）

前半生 　4日（火） Ｒ5.1月 前半生
2月

　5日(水） R6.9月 後半生  6日(木） Ｒ6.3月

20日(木） Ｒ6.4月 21日(金) R5.7月

3日(月） R5.7月

後半生 17日(月) R4.1月

　7日(金) R4.1月 前半生

19日(水） R6.11月 26日(水） Ｒ5.2月

後半生 18日（火） Ｒ5.1月26日(水） R6.10月 前半生

11日(火）

18日(火） R5.8月 後半生

後半生

3月
　5日(水） R6.10月 後半生 　6日(木） 前半生R5.8月

後半生

Ｒ5.2月

前半生 13日(木) Ｒ6.5月

Ｒ6.4月 10日(月） 前半生

健　診 受付時間

4か月児健診 12：40～13：00

10か月児健診 12：40～13：00

1歳6か月児健診 12：50～13：10

2歳児歯科健診 12：50～13：10

3歳児健診 12：50～13：10

ホームページは
こちらから！
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